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本章のポイント 

 

・ わが国の総人口推移では、特に戦後復興時期以降三大都市圏への集中傾向が顕著

となってきている 

・ この間、三大都市圏を中心とする太平洋ベルト地帯とそれ以外の地方圏との格差

が拡大し、地方圏の多くでは経済的に自立が困難になってきている 

・ 一方、全国総合開発計画では、1962 年の第１次以降、一貫して、格差是正や国

土の均衡ある発展がテーマとされてきた 

・ 新たな国土形成計画では「新しい国土像として、多様な広域ブロックが自立的に

発展する国土を構築する」こととし、地域の自立が前面に出されてきた 

・ これを受け、ブロックごとに策定された広域地方計画では産業重視の傾向が色濃

いものとなっている 

・ 高速交通基盤の整備により、新たな移動需要を創出し、地方圏と大都市圏との交

流は活発化してきている 

・ 転出先からみた近年の人口移動では、地域ブロック内及び首都４都県のウエイト

が大きいブロックが多く、東京一極集中は継続してきている 

・ 北陸三県は、ブロック内及び三大都市圏との転出先割合がほぼ均衡しており、他

の地方圏ではみられない傾向を示している 

・ 地方圏住民の県外転出理由の最大は就職や転勤などの「職業」であり、地域活力

の維持には経済的自立が一層求められる 

・ 旅行（交流）先は人口移動先とほぼ同様であるが、地方圏にあっても、日常的に

大都市圏の機能と圏域内機能の使い分けがなされている 
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１．強まる東京一極集中と地域格差 

（１）戦後復興とともに拡大してきた大都市圏と地方圏との人口格差 

1920（大正 9）年の第 1 回国勢調査以降の人口推移では、戦後復興期の昭和 30 年頃か

ら三大都市圏とそれ以外の地方圏での伸びに差異がみられ、その格差は拡大し続けている。 
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図 1-1-1 国勢調査人口の推移（大正 9 年＝100 とした指数） 

【出所】総務省「国勢調査報告」（各年） 東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 

名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県 大阪圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県 

 
（２）三大都市圏間では東京一極集中 

三大都市圏の転入超過数では、大阪圏の低迷とともに東京一極集中が強まっている。 

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

S29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 2 5 8 11 14 17 20

（人）

東 京 圏： 東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県

名古屋圏： 愛知県，岐阜県，三重県

大 阪 圏： 大阪府，兵庫県，京都府，奈良県

図 1-1-2 三大都市圏の転入超過数（転入－転出）推移（人） 

【出所】総務省「国勢調査報告」（各年） 
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コラム    「三大都市圏と地方の人口逆転」 

 

三大都市圏への転入超過と東京一極集中は前ページの図のとおりであるが、これに地方圏を加える
と、下図のようになる。三大都市圏の計の逆数とは言うものの、その流出の大きさと状況が良く分かる。
地方圏からの流出の絶対数はかつてほどではない。しかし、1990 年代半ばには一旦地方圏への転入増
加になったものの、その時期は短く、最近は、東京圏への転出が増加している。図からは分からないが、
最近の東京圏への転出（転出－転入）の増加は、かつてとは異なり東京圏から地方圏に人が「戻らなく
なった」ことが大きいようである。 
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  東 京 圏： 東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県

名古屋圏： 愛知県，岐阜県，三重県

大 阪 圏： 大阪府，兵庫県，京都府，奈良県

地方圏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三大都市圏への転入超過数と地方圏の転出超過数 
出所：総務省「国勢調査報告  

 
 
 
 
 

圏域別の人口（推移と将来推計） 構成比 
出所：総務省「国勢調査報告」(2005) 

国立社会保障・人口問題研究所「日本 都道府県別将来推計人口」（2007 年 5 月推計） 
 
そして、三大都市圏と地方 とおりである。将来推計には

様々な 移を見ると、2005 年の国勢調査人口では、三大都市圏
の人口が地

都市圏でしか生活経験のない人に、地方はどのようにイメージされていくのであろうか？ 

」（各年）
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の

圏の人口の推移及び将来推計は、上の図の
不確定要素があるので格別としても、推

方圏の人口を上回ったことが分かる。 
大

【事務局】桐木 均 
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（３）三大都市圏に集中する社会資本ストック 

三大都市圏への人口集中の背景には、二次・三次産業を支える社会資

れてきたこともある。 

これは、国全体として、早急な経済的自立を目指し、大国アメリカに面した太平洋ベル

ト地帯に集中投資を行ってきた歴史的経緯の結果でもあり、ある程度はやむを得ないもの

の、今日の地域格差を生じた要因でもある。 

内閣府の推計による 2003 年の社会資本ストック額のうち、治山、治水、海岸、農業、

漁業を除いた、いわば都市的社会ストック額 490 兆円のうち、東京都が 47.6 兆円、大阪

府が 30.7 兆円であり、全国平均 10.7 兆円を大きく上回っている。 

 
図 1-1-3 都道府県別都市的社会資本ストック推計額（兆円、2003 年） 

【出所】内閣府「日本の社会資本 2007」 

（道路、航空、港湾、公共賃貸住宅、下水道、産業廃棄物処理、水道、都市公園、文教、工業用水道） 

 
なお、上記には、民営化された鉄道や電信等は含まれていない。これらを含めた大都市

圏の社会資本ストックは巨大といえよう。ちなみに、内閣府推計粗ストック額では鉄軌道

が 32.5 兆円、電気通信が 68 兆円と試算されており、電力中央研究所が鉄軌道の首都圏の

配分率を 36％と試算している（財団法人電力中央研究所「都道府県別社会資本ストックデ

ータ（1980～2004）の開発」）ことなどからも、その大きさが推察できる。 
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（４）経済的に自立した都府県は限定的 

地域の経済的自立を考えるひとつの目安として、各都府県で作成されている産業連関表

の内生部門段階の業種別の県際収支に着目してみる（産業連関表は経済産業省の各地方産

業

す

業

値

いわば外貨を稼ぎつつ自立できることとなる。 

最新の各都府県産業連関表は平成 12 年版であるが（平成 17 年表は全県で 21 年度中に

作成予定）、これによると、黒字は、図で塗りつぶした 20 都府県となっている。 

盤強化

が重要課題となっている。また、神奈川県、兵庫県等は製造業で大幅黒字であるが商業・

サービス業の移輸入超過がそれを上回っており、東京都、大阪府と機能分担が行われてい

るものと思われる。 

局ごとに所管圏域全体についても作成されている）。 

産業連関表では、生産活動に

中間投入 中間需要

《総　供　給》 《総　需　要》

必要な財・サービスを県内外か

上され、県外へ販売

る財・サービスは移輸出に計

上される。結果として県内の産

活動で産み出された付加価

が県内の最終需要を上回っ

た場合は、その分県外への移輸

出超過（県際収支黒字）となり、 

　　　（財・サービスの投入） 　　　　（財・サービスの仕入）

（雇用者所得） （家計外消費支出）

内
生
産
額

粗付加価値 県内最終需要

県
内
需
要
額

（

ら調達する。県外から供給され

る原材料や財・サービスは別途、

移輸入に計
（営業余剰） （民間消費支出）
（資本摩耗引当） （一般政府消費支出）
（その他） （県内固定資産形成）

（在庫純増）

生産超過

（消費）

県

（
Ａ

）

移輸出（Ｄ）
（県外からの需要）

移輸入（Ｃ）
（県外からの供給）

Ｂ

）

県際収支黒字
（Ａ－Ｂ） （Ｄ－Ｃ＝Ａ－Ｂ）

（投資）

図 1-1-4 各県産業連関表における県内の財・サービスの流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-5 県際収支黒字都府県（塗りつぶし）

【出所】各都道府県産業連関表 

上図のとおり、地方圏の多くは赤字を余儀なくされており、自立に向けて産業基
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2008 年度の本研究においては、北陸新幹線の開業を控えて北信越地域が連携を深めていくための
方策の一つとして、当地を「モノづくりのメッカ」としていくことを提案している。繊維、機械、金属、医薬品、
化学等の産業の存在とそれを支える技術力を背景に各県にあるこれらの産業を有機的に結びつけモノ
づくりのニーズに応じていこうとする構想であり、観光・文化や災害対応等と並んで産業面での地域間連
携を考えたものである。 

ただ、実際のところ、産業の集積規模においては他の大都市と比較して相対的に小さいことは明らか
であり、その意味で競争力が劣るのは否めない。したがって、他の地域に伍していくためには、規模は小さ
くとも他所にないような地域性や独自性、希少性のある産業を振興していくべきと考えられる。その一つと
目されるのが地場産業ではないだろうか。 

ある地域で特定業種の企業が多数立地しているのが地場産業であるが、日常生活で使われるもので
手作りであり、伝統的な技術・技法と原材料が用いられた美術品や工芸品が「伝統的工芸品」である。
経済産業大臣の指定する伝統的工芸品は全国に 211 品目あるが、総じて北信越の各県は品目の数が
多い。都道府県別で見ると、17 品目を擁する京都府を筆頭に 6 都府県が 10 品目以上の指定を受け
ているが、新潟県が 16 品目、石川県が 10 品目を数えることができ、最少の富山県でも 5 品目と全国平
均（4.5 品目）を上回っている。加えてその業種が多岐にわたっていることにも着目できる。 

また、品目数を人口当たりでみると、石川県は京都府を上回り沖縄に次ぐ伝統工芸産地である。 
 
都道府県別の伝統的工芸品数 
 
17 品目：京都府 
16 品目：新潟県 
13 品目：東京都、沖縄県 
12 品目：愛知県 
10 品目：石川県 
7 品目：長野県、大阪府、福岡県 
6 品目：福井県、兵庫県 
5 品目：山形県、富山県、岐阜県、三重県、広島県 

 
人口 100 万人当たり品目数の全国順位 
 

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

府県名 沖縄 石川 福井 新潟 京都 島根 鳥取 富山 徳島 秋田 長野

品目数 9.6 8.5 7.3 6.6 6.4 5.4 4.9 4.5 3.7 3.5 3.2 

出所：経済産業省 
 
現在のモノづくりでも、そのルーツはこれら伝統工芸品であることが少なくない。永年にわたり培われた

技法やモノづくりへの思いが内発的産業を育ててきた。 
地場産業の見本市や展示会の開催で多くの人が訪れる地域がつくられ消費活動が活発になることは、

当該の産業の振興はもとより、関連する産業を通じて地域に多大な経済効果をもたらすものと考えられ
る。品目や業種の数の多さが産業規模の大きさを表すわけではないが、多種多様な伝統的工芸品の存
在は北信越が地場産業の集積を通じて、「モノづくりのメッカ」となる素地があることを示しているのではな
いだろうか。 

【事務局】佐藤 駿太郎 

 

 

コラム 
 コラム    「地場産業振興の可能性」 
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２．全国総合開発計画と国土形成計画 

（１ 画 

「国土の均衡ある発展」を基本的考え方とする全国総合開発計画は、1962 年の第一次か

ら 1998 年の「21 世紀の国土のグランドデザイン」まで、5 次にわたり策定されてきた。

第２次 第３次 第４次 第５次

昭和52年11月4日 昭和62年6月30日 平成10年3月31日

問

代

－ － －

グラン
ドデザイン」

一極一軸型から多軸型
国土構造へ

昭和60年
昭和52年から
おおむね10年間

おおむね平成12年
（2000年）

平成22年から27年
（2010年－2015年）

基

ある発展>

問題、地
の格差に

<豊かな環境の創造>

的課題を調和しつつ、
高福祉社会を目指して人
間のための豊かな環境を

<人間居住の総合的環境
の整備>

限られた国土資源を前提
として、地域特性を生か
しつつ、歴史的、伝統的
文化に根ざし、人間と自
然との調和の取れた安

康で文化
住の総合的

環境を計画的に整備す
る。

<多極分散型国土の構築>

安全でうるおいのある国土
の上に、特色ある機能を有
する多くの極が成立し、特
定の地域への人口や税
(財)機能、行政機能等諸機
能の過度の集中がなく地
域間、国際間で相互に補
完、触発しあいながら交流
している国土を形成する。

<多軸型国土構造形成の
基礎づくり>

多軸型国土構造の形成
を目指す「21世紀の国土
のグランドデザイン」実現
の基礎を築く。

地域の選択と責任に基づ
く地域づくりの重視

基本的課題

1　都 過大化の防止と
地域格差の是正
　 の

3　資 働、
資 切な 分

1 にわた 間と資
源との調和、自然の恒久的

存
整備

可能 国土
への拡大均衡化
3　地域特性を活かした開
発整備による国土利用の

居住環 総合的
備

国土 と利
経済 新し

の

1　定住 流による地域
の活性化
　国 界

の再
高 環

境の整備

1 の促進と誇りの
持てる地域の創造

安全と暮らしの
保

3 享

構築

開発方式等

置し、交通通信施設
りこれを有機的に連

携させ相互に影響させる
と同時に、周辺地域の特
性を生かしながら連鎖反
応的に開発を進め、地域
間の均衡ある発展を実現
する。

是正し、過密過疎、地域格
差を解消する。

国土の利用の均衡を図り
つつ人間居住の総合的
環境の形成を図る。

整備を推進、
②基幹的交通、情
体系の整備を国
は国の先導的な指針に基
づき全国にわたって推進、
③多様な交流の機会を
国、地方、民間諸団体の連
携により形成。

地

（4つの戦略）

等）の創造
②大都市のリノベーショ
ン（大都市空間の修復、
更新、有効活用）
③地域連携軸（軸上に連
なる地域連携のまとまり）
の展開
④広域国際交流圏（世界
的な交流機能を有する圏
域）の形成

）国土の均衡ある発展と全国総合開発計

その背景には、戦前から太平洋沿岸及び北九州の四大工業地帯に集中していたわが国の工

第１次

名称
全国総合開発計画

（全総）

新全国総合開発計画

（新全総）

第三次
全国総合開発計画

（三全総）

第四次
全国総合開発計画

（四全総）

21世紀の国土の
グランドデザイン
－地域の自立の促進と
美しい国土の創造－

閣議
昭和37年10月5日 昭和44年5月30日

決定
（1962年） （1969年） （1977年） （1987年） （1998年）

策定時の
内閣

池田内閣 佐藤内閣 福田内閣 中曽根内閣 橋本内閣

背景

1　高度経済成長への移
行
2　過大都市問題、所得格
差の拡大
3　所得倍増計画（太平洋
ベルト地帯構想）

1　高度経済成長
2　人口、産業の大都市集
中
3　情報化、国際化、技術
革新の進展

1　安定成長経済
2　人口、産業の地方分
散の兆し
3　国土資源、エネルギー
等の有限性の顕在化

1　人口、諸機能の東京一
極集中
2　産業構造の急速な変化
等により、地方圏での雇用
問題の深刻化
3　本格的国際化の進展

1　地球時代（地球環境
題、大競争、アジア諸国
との交流)
2　人口減少・高齢化時
3　高度情報化時代

長期構想 －

「21世紀の国土の

目標年次 昭和45年

本目標

ついて、国民経済的視点
からの総合的解決を図

創造する。

<地域間の均衡

都市の過大化によ
面・生活面の諸

る生産 基本

域による生産性

る。
定感のある健
的な人間居

市の

2 自然資源
本、労

有効利用
技術等の

諸 源の適 地域配

　長期 る人

保護、保
2　開発の基礎条件 に

2　
3　

よる開発 性の全

再編効率化
4　安全、快適、文化的環
境条件の整備保全

5　世界に開かれた国土
の形成

1　 境の 整

の保全
社会の

用
い変

2

化へ 対応

と交

際化と世
編成

都市機能

3　安全で質の い国土

　自立

2　国土の
安心の確
　恵み豊かな自然の

受と継承
4　活力ある経済社会の

<拠点開発構想>

目標達成のため工業の分
散を図ることが必要であ
り、東京等の既成大集積
と関連させつつ開発拠点
を配
によ

<大規模プロジェクト構想>

新幹線、高速道路等のネッ
トワークを整備し、大規模
プロジェクトを推進すること
により、国土利用の偏在を

<定住構想>

大都市への人口と産業
の集中を抑制する一方、
地方を振興し、過密過疎
問題に対処しながら、全

<交流ネットワーク構想>

多極分散型国土を構築す
るため、
①地域の特性を生かしつ
つ、創意と工夫により地域

<参加と連携>

－多様な主体の参加と
域連携による国土づくり
－

報・通信
自らあるい

①多自然居住地域（小都
市、農山漁村、中山間地

「全国総合開発計画」の比較表 1-2-1 全国総合開発計画の比較 



第１章 三大都市と地方圏の交流連携 
                                                                                                                   

 

業生産が、対米輸出志向を中心とした戦後復興及び高度成長期を通じて、良港を有する太

平洋沿岸の三大工業地帯に集中し、それに伴う人口と産業が三大都市に過度に集中したこ

とが挙げられる。 

その後、高速交通網の整備や第三次産業を中心とした産業構造の高度化、本社機能の移

転等を通じ、特に 1980 年代（昭和 50 年代半ば）以降東京一極集中が顕著になり、その流

れは現在も続いている。 
 

（２）地方の自立に向けた国土形成計画 

2005 年、全国総合開発計画の根拠となっていた「国土総合開発法」を抜本改正した「国

土形成計画法」が制定された。 

改正により、量的拡大『開発』基調から『成熟社会型の計画』へ移行するとともに、新

しい国土像を『多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、

暮らしやすい国土の形成を図る』とし、国主導から二層の計画体系（分権型の計画づくり）

へ変更された（国土交通省「国土形成計画の概要」）。 

この結果、国土形成計画は、全国的見地からわが国の国土づくりの方向性を示す全国計

画（2008 年 8 月閣議決定）と、北海道及び沖縄県を除く全国を 8 つに分けたブロック（圏

域）ごとに策定された「広域地方計画」（2009 年 8 月国土交通大臣決定）と二層をなす計

画体系となっており、各ブロックが特色を発揮しながら交流・連携することで相乗効果に 

よる活力を産み出すことが期待さ

れている。 

この広域地方計画は、有識者等地

元各界の意見を聴取しつつ、各ブロ

ック毎に組織された「広域地方計画

協議会」の協議を経た、いわば地方

発の計画とも言える。 

策定された各ブロック計画のタ

イトルは次のとおりである。先にみ

た地方圏での経済的自立が課題と

されていることや策定時期がリー

マンショック不況と重なったこと

もあり、多くは産業面での自立を重

視したものとなっている。 

  

広域地方計画策定対象圏域（圏域名の下段は１人あたり県民所得）

図 1-2-1 広域地方計画策定圏域と一人あたり県民所得 

（2005 年、千円）

広域地方計画策定対象都府県
東北圏：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、
         新潟
首都圏:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、 
       神奈川、山梨
中部圏：長野、岐阜、静岡、愛知、三重
北陸圏：富山、石川、福井 
近畿圏：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 東北圏

2,537

北陸圏
2,944 首都圏

3,544

中部圏
3,258近畿圏

2,915
中国圏
2,818

四国圏
2,459

九州圏
2,470

中国圏：鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国圏：徳島、香川、愛媛、高知県
九州圏：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分
　　　　宮崎、 鹿児島

東北圏：青森、岩手、宮城、秋田、山形、

　　　　福島、新潟

首都圏：茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、

　　　　東京、神奈川、山梨

中部圏：長野、岐阜、静岡、愛知、三重

北陸圏：富山、石川、福井

近畿圏：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、

　　　　和歌山

中国圏：鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国圏：徳島、香川、愛媛、高知

九州圏：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

　　　　宮崎、鹿児島

 23



 
                                                                                                                  

 

《参

【東

考》各圏域広域地方計画のタイトル 

北圏】豊かな自然の中で交流・産業拠点として発展するふるさと「東北にっぽん」 

都圏】世界の【首 経済・社会をリードする風格ある圏域づくり 

【中部圏】ものづくりと環境貢献で日本のロータリーとして世界のまんなかへ 

陸圏】「暮らしやすさ日本一」 自然と資源を活かした環日本海交流の中枢拠点 

畿圏】知と文化を誇り力

【北

【近 強く躍動する関西 

中国圏】瀬戸内・日本海に臨む基幹産業【 と里山の資源で創る交流圏域 

【四国圏】癒しときらり輝く産業のしま・四国の創造 

【九州圏】東アジアとともに発展し、活力と魅力あふれる国際フロンティア九州 

３

（１）使い分けされる交通機関 

交流基盤としての高速交通網の整備により、目的地 時間距離が短縮され、人々の

行動範囲が拡大していることは周知の通りである。

国土交通省 旅客純流動調査」によれば、距離帯別に主に利用する交通手段が異

なる ている。

図 1-3-1 距離帯別代表交通機関別分担率（平成

【出  

また、上記調査による代表交通機関別の平均トリップ

距離は次のとおりであり、それぞれの手段が使い分けさ

均ト

航空 鉄道 車等 幹線バス 

．高速交通基盤の整備と地方圏 

までの

 

の「幹線

ことが示され  

5

19

56

93

5

15

24

53

69

36

5

94

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100㎞未満

100㎞～200㎞未満

200㎞～300㎞未満

300㎞～500㎞未満

500㎞～700㎞未満

700㎞～1,000㎞未満

1,000㎞以上

82

73

40

10

5

航空 鉄道 乗用車等 その他

17 年秋期平日１日） 

所】国土交通省「幹線旅客純流動調査」

長（出発地から目的地までの平均

れている様子が分かる。 
リップ長 表 1-3-1 代表交通機関別の平

乗

1,158㎞ 344㎞ 154㎞ 234㎞ 

【出所】国土交通省「幹線旅客純流動調査」 
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（２）高規格幹線道路 

わが国の高速道路は 1957 年の「国土開発縦貫自動車道建設法」（1966 年に「国土開発幹

線自動車道建設法」に改定）に基づき、1963 年 7 月に国内初の名神高速道路「栗東－尼崎

先の 2

早く復旧し、ライフラインとしても大きな

を加えた高規格幹線道路の総延長は

流を支えて

 

供用延長（2009 年 8 月 5 日現在） 

うち一般国道自動車専用道路 

間（71 ㎞）」が開通した。 

以降、順次全国的に整備が進み、人流、物流の拡充に大きく寄与するとともに、

回にわたる新潟県中越地区の大地震の際はいち

役割を果たしたことは記憶に新しい。 

現在、高速自動車国道と一般国道の自動車専用道路

約 9,500 ㎞に及び、国全体のネットワークは十分とはいえないまでも地域間交

きている。 

表 1-3-2 高規格幹線道路の

高規格幹線道路 うち高速自動車国道 
(本州四国連絡道路を含む) 

9,499㎞ 7,666㎞ 1,128㎞ 

【出所】全国高速道路建設協議会 

一般国道の自動車専用道路には一般国道のバイパス等を活用する区間を含む 

 
北信越においては、東海北陸自動車道が 2008 年 7 月に全通したが、近畿自動車道敦賀

線、中部縦貫道、能越自動車道、中部横断自動車道、日本海沿岸東北自動車道において未

整備区間が多く、早急な整備が期待されている。 

 
【四全総における高規格幹線道路網整備目標】（1987 年 6 月閣議決定） 

第 4 次全国総合開発計画では、「全国的な自動車交通網を構成する高規格幹線道路網に

ついては高速交通サービスの全国的な普及、主要拠点間の連絡強化を目標とし、地方中

枢・中核都市、地方の発展の核となる地方都市及びその周辺地域等からおおむね 1 時間

程度で利用可能となるよう、およそ 14,000 ㎞で構成する」とされた。 

 
高速道路開通による大都市圏と地方の交流状況の変化を 2008 年 6 月に「飛騨清見－白

川郷」間の開通により全通した東海北陸自動車道における 1 年間の交通量変化を例にみて

みる。 

2008 年 7 月から 2009 年 6 月までの東海北陸自動車道各区間の交通量を前年と比較する

と、この期間は不況の影響もあって、対前年比では北陸自動車道の 98.3％、東名高速道路

の 96.8％のようにNEXCO中日本管内の高速道路の交通量が減少していることを考え合わ

せると、今回 た区間の年間交通量 170 に近い車が新た 京圏と北陸を行

き来したと推  

新規開通し

定できる。

万台 に中
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東海北陸道の区間別交通量 【平成20年6月～平成21年7月累計対比】

1,719 1,728
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図 1-3-3 和倉温泉の宿泊客数 

を契機に、富山、石川、岐阜、愛知県の沿線 39 商工会議所・商

工会が加盟した商工会議所のネットワークが形成（東海北陸ネットワーク協議会：事務局

東海北陸自動車道の区間別交通量【2008 年 6 月～2009 年 7 月類型対比】

【出所】北陸経済研究所「北陸経済研究」（原データ NEXCO 中日本） 

この効果は観光面で早速現れ、北陸の観光地は中京圏からの集客で不況下にもかかわら

ず活況を呈した。 

【出所】和倉温泉旅館協同組合資料 

また、宇奈月温泉では 2008 年 7 月から 2009 年 1 月までの中京圏からの宿泊客が 48 千

人と前年同期比 46％増加、岐阜県白川村の 2008 年の観光入り込み客数は 1,861 千人とな

り前年比 27％増加する等、各地から観光効果が報告されている。 

一方、東海北陸自動車道

366

319

135

136 169

125 143

171 88

800 900

2008年度

(千人) 0 100 200 300 400 500 600 700

712007年度

北陸３県 関西 中部 関東 その他
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東海北陸地区ビジネス・マッチングフェアの様子 

【写真提供】北陸銀行

高岡商工会議所）され、経済界の連携による効果が期待されている。 

さらに、全通前の 2004 年からは、北陸及び中京圏に本店を置く地方銀行が連携した東

海北陸地区ビジネス・マッチングフェアが

継続実施されている。 

フェアのテーマは、地場産業、産学官交

流、環境・エコ、食・観光、健康、IT・テ

クノロジーなど様々であるが、回を重ねる

に従い、双方の商談も活発に展開されるな

ど産業面での交流も進んできている。 

このように、交流基盤としての高速道路

開通は、多方面での交流活性化の起爆剤と

なり、新たな交流需要を創出し、その交流

を支える基盤となることが示された。 

 

 
高速バスの定義づけは難しいところ

離れ
高速
や 運賃、便数・本数、快適性、定時性等を比較検討することとなるが、これらのバ
ス路線は概して相対的に運賃が低いことから、時間はかかっても移動費用を低廉に済ませたいという旅
客ニーズに応じることが可能となっている。 

同時に、中小の都市にも運行されており航空や鉄道の便が十分でない地域への移動を可能にしてい
ることから航空や鉄道等の輸送を補完しているとの見方もでき、国道等の幹線道路から脇に入ったバス
ターミナルに寄ることができるというような機動力のよさにも着目できる。これらの特性によって、柔軟な路
線設定が可能となり新たな需要を開拓しているばかりでなく、地域に欠かせない交通機関として位置づけ
られている場合もある。 

 
北海道では札幌市が高速バスの一大ターミナルであり、旭川市がそれに次ぐ道内第二の拠点となっ

ているが、そこから道北・道東方面に向かうバスとして「流氷もんべつ号」「オホーツク号」がある。これらの
路線はオホーツク海沿岸に位置する紋別市との間を結んでいるものだが、かつてこの地にあった名寄本
線は廃止されて久しく、紋別空港の新千歳・丘珠便も既に撤退しており、今や自家用車を除くと道都・札
幌や旭川とを結ぶ唯一の交通機関となっている。 

紋別市においては、第 3 次医療が可能な医療施設や百貨店のような商業施設は存在せず、他地域
のそれを利用せざるを得ない。となれ ・地域とをつなぐ手段が必要となる
が、航空・鉄道ともそれに見合った利 費用が嵩むばかりであり、それ
は行政や事業者の負担となる。2 万 5 千人に過ぎない同市の人口を考
保することが実際問題として困 るこ と考えら ここ のバスは単に安い移動手段としてだ
なく
割

【事務局】 駿太郎 

があるが、一般的には高速道路を利用して数十キロから数百キロ
た地域間を結ぶものと解釈されており、使用される車両は同等であるが全区間または一部区間で
道路を利用しない場合は特急バスと称されることもある。利用者は移動の選択肢の一つとして航空

鉄道等と所要時間や

ば、旭川市をはじめ道内の都市
用者がいないことには運行・維持の

えれば、いくつもの交通手段を確
難であ と れる。 で けで

、僅少な輸送需要に応じることを通じて、人口が希薄な地方における地域間の連携を可能とする役
も果たしている。 

佐藤 

 コラム  「高速バスと地域連携」 



 
                                                                                                                  

 

（３）新幹線鉄道 

1964 年、当時の国鉄によって開業した東海道新幹線（その後山陽新幹線が博多まで延伸）

制定され、1973 年 11 月にはすでに工事実

上越新幹線に加え、北海

の後、1970 年 5 月には全国新幹線鉄道整備法が

施計画認可の手続きを終えていた東北新幹線、 道新幹線、東北新

幹線盛岡・青森間、北陸新幹線、九州新幹線鹿児

備新幹線として決定された。 

【全国新幹線鉄道整備法 第 1 条（目的）】 

この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的

かんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整

民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを

島ルート及び長崎ルートの整備計画が整

かつ普遍的開発に果たす役割の重要性に

備を図り、もつて国民経済の発展及び国

目的とする。 

図 1-3-4 東京への移動手段の鉄道割合 

【出所】国土交通省「平成 17 年幹線旅客純流動調査」

 

新幹線網の整備とともに、既存の新幹線も高

びは堅調に推移している。右

線旅客純流動調査（2005 年 平日 1

日 出発－目的地）で、東京への移

動手段割合をみたものである。 

例えば、鉄道で 222 ㎞の東京－長

間は、先にみた距離帯別交通手段

たな移動需要も創出していることが分かる。 

 

速化や快適性の向上が図られ、利用者の伸

図は幹

～9.9
10～29.9
30～49.9
50～69.9
70～89.9
90～

首都４都県はカウントさ
れていない

野

別分担率では乗用車主体となる距

離であるが、新幹線をはじめとした

鉄道が半数以上を占める。また、東

京－新潟間 334 ㎞の新潟県は 78％

が鉄道である。 

新幹線開通による変化を長野県から東京への移動手段で比較すると、その変化は大きく

移動量も拡大し、新

表 1-3-3 幹線旅客純流動調査にみる長野県→東京への代表移動手段（秋期平日１日） 

1995年（人、％） 2005年（人、％）  

全機関 乗用車 鉄道 鉄道割合 全機関 乗用車 鉄道 鉄道割合 

全目的 12,961 8,285 3,571 27.6 13,890 5,375 7,325 52.7

うち仕事 3,685 1,181 2,071 56.2 5,489 335 4,765 86.8

観光 1,925 1,252 486 25.2 3,473 2,221 1,137 32.7

私用 1,417 527 540 38.1 2,386 909 1,037 43.5

その他 3,122 2,794 231 7.4 2,276 1,822 264 11.6

不明 2,814 2,531 243 8.6 266 88 122 45.9

注：「出発地－目的地」ベース 【出所】国土交通省「幹線旅客純流動調査」 
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また、上記は長野県内を出発地とした移動であるが、これを長野県内居住者に限ると、

平

送旅客数の推移（1994 年＝100） 

【出所】国土交通省「鉄道輸送統計年報」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日とはいえ全目的合計で鉄道が 83％を占めるに至っている。 

 
鉄軌道の旅客数は 2008 年度で年間延べ 229 億人となっており、内訳は JR が約 90 億人

（うち新幹線 3.1 億人）、民鉄が約 140 億人であるが、近年の伸び率では、新幹線以外は

低迷を余儀なくされている。 

100

図 1-3-5 鉄道輸
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②地方圏別旅行先 

ア）東北各県居住者の県外旅行先 
表 1-4-4 県外旅行先（県外旅行合計＝100 とした割合 ％） 

 県外旅行先（乗用車利用を除く） 旅行

目的

 

 居住県 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 愛知 大阪 

青森 14.9 22.0 0.8 0.9 2.3 20.2 1.2 1.6

岩手 3.1  32.1 2.7 1.2 3.8 27.9 1.3 1.1

宮城 7.1 3.5 2.6 5 8.4.3 32.8 1.5 2.4

秋田 5.9  2.0 21.8 2.1 1.3 28  3.4.9 1.8

山 .2 形 0.7 2 30.7 0.6 1.5 29  1.9.3 0.8

全
目
的
（
仕
事
を
含
む
） 

福 .5 島 0.4 1 24.3 0.8 1.2 39 1.2 1.6.7 

 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島  東京 愛知 大阪 

青森 12.4 15.9 0.2 0.2 0.2 14.2 0.6 .82

岩手 1.5  20.3 3.1 4.4 3.2 21.9 2. 1.83 

宮城 1.0 3.6 1.4 3.3 3.4 27.4 0.9 3.4

秋田 1.7 3.3 11.8 1.2 0.8 25.3 2.7 8.0

山形 1.3 8.7 12.9 0.0 4.0 18.4 0.6 2.5

観
光 

福島 0.3 1.0 13.8 1.5 1.6 29.8 0.7 2.2

福島 東京 愛知 大阪  青森 岩手 宮城 秋田 山形 

3.2 18.4 0.7 0.5青森 12.5 26.2 1.3 1.7

4.7 24.6 0.7 0.8岩手 4.3  34.2 2.7 1.4

宮城 3.4 9.3 3.3 5.4 9.5 34.1 1.5 1.8

秋田 3.0 7.8 26.0 0.9 0.5 31.7 1.6 0.9

山形 0.3 1.2 35.0 0.8 0.6 27.3 1.1 1.0

私
用
・
帰
省 

福島 0.8 2.1 25.9 0.7 1.3 42.1 1.0 1.0

【出所】国土交通

 
日常的な移動手段の代表は乗用車であるが、乗用

車以外の交通手段による東北各県民の県外旅行先は、

プライベートの観光や私用目的でも東京都に集中傾

向がみられ、圏域内の中枢都市仙台と東京の諸機能

を使い分けしていることがうかがえる。 

省「平成 17 年幹線旅客純流動調査」 
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事目的での宮城、東京の割合（％） 表 1-4-5 《参考》仕

 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 

宮城へ 21.3 .0 30.0 24.3 27.0 24

東京へ 25 .9 .6 .2 34 35 31.4 36.1 42.5 

【出所】国土交通省 成 線旅 調査」 

 
当 ら、乗用車を た移動状況で 各目 も隣 への が最 くな

り 休日 光、私用・帰省目的では乗用車 合が 倒的に高く、 傾向

の とも して 。 

表 1-4-6 乗用車を含む

「平 17 年幹 客純流動

然なが 含め は、 的と 県 移動 も多 って

お

述

 

、特に の観 の割 圧 この は後

各圏域 共通 いる

全代表交通手段による県外旅行先割合（東北各県→県外） 

5 年 日＋ ％） 

 外 （全目的、乗 利用 む

200  秋期平 休日各 1 日計（

県 旅行先 用車 を含 ） 

居住 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 知 阪 県     東京 愛 大

青森 49.4 10.6 11.4 0.4 1.0 9. 0.6 0.7 1

岩手 33 36 14.9 0.6 1.0 6. 0.3 0.3 .5  .5 6

宮 1. 27. 3.6 17.0 22.1 12. 0.5 0.9城 8 4 4

秋 33 26. 9 15.4 0.5 6. 0.4 0.7田 .8 7 .4 0

山形 4 14 11 8 0 0.0.2 2.3 3.1 .5 .8 .7 .2 6

福 0.2 0 35 0.3 12.4 13. 0.4 0.5島 .7 .9 6

【出所】国土交通省 成 線旅 調査」 

 

表 全 段のうち旅行目的別乗用 割合 北地 ） 

 休

「平 17 年幹 客純流動

1-4-7 交通手 車の （東 域 ％

 平日 日 

 全目的 仕事 観 私 全目的 仕事  用   光 用 観光 私

青森 54.4 42.9 69.3 53.3 55.4 25.2 64.7 49.4

岩手 72.6 52.7 80.5 81.9 78.5 34.0 83.8 81.0

宮城 47.2 30.8 51.5 58.1 70.8 15.0 81.8 66.1

秋田 69.0 44.8 77.8 74.6 82.9 15.1 89.4 78.6

山形 56.9 29.5 87.7 42.8 75.1 6.7 87.2 67.0

福島 42.3 19.9 59.0 52.9 73.7 15.1 88.8 63.3

【出所】国土交通省「平成 17 年幹線旅客純流動調査」 
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イ）北信越各県居住者の県外旅行先 
表  

（利用交通手段 等 く

1-4-8 県外旅行先（県外旅行合計＝100 とした割合 ％）

「乗用車 」を除 、2005 年 平 日 計） 

 行先（乗 用を除く

 秋期 日、休 各 1 日

県外旅 用車利 ） 旅行 

目的 居住県 富  野新潟 山 石川 福井 長  東京 愛知 大阪 

0.2 2.6 45.9 1.4 2.2新潟  1.5 1.1

富山 3.8  8.4 3.7 0.9 23.6 5.0 15.1

石川 3.3 4.9 2.6 0.4 22.5 9.8 11.3

福井 0.8 3.8 5.6 0.4 23.6 9.1 15.3

全
目
的

0.3 0.2

 

長野 1.6 0.2 48.0 8.6 2.7

  新潟 富山 石川 福井 長野 東京 愛知 大阪 

新潟  1.7 1.0 0.2 2.0 50.6 2.2 3.0 

富山 3.5  5.1 3.8 0.3 29.9 6.1 13.8

石川 3.7 4 12.1 11.8.5 3.4 0.3 27.8 

福井 1.1 3.0 5.5 0 35.9 6.5 14.7.0

仕
事 

 1.8 0. 0 .5 8.2 4.1長野  2 0.1 .1 50

  潟  石川 福   阪 新  富山  井 長野 東京 愛知 大

新潟 1. 2.1 1 0.5 4.1 31.0 0.4 2.5

富山 3.6 2.1 .5 4.3 4.1  6.9 2.6 18 1

石川 1.2 3 0.7 .6 .1 .1.2 0.3 14 3 11

福井 0.1 3.7 4.9 1.0 12.1 8.4 8.9

観
光 

長野 2.1 0.5 0.7 0.1 29.5 7.5 1.0

   大阪 新潟 富山 石川 福井 長野 東京 愛知

新潟   0.7 0.1 1.81.3 50.7 1.5 1.3

富山 3. 13. 4 0. 20. 3.5 19.4 6  0 .3 4 7 

石川 3.7 7.5 4.4 0.3 19.0 .4 .510 10

福井 0.8 6.2 8.4 0.5 17.6 .8 .211 17

私
用
・
帰
省 

野 1.2 0.1 0.4 0.3 54.8 9.2 2.4長   

【出所】国土交通省「平成 17 年 客純幹線旅 流動調査」 
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中枢都市を持た

移動手段の

京一極集中、富山、石川、福井の

を 京の がやや高いも 、三

市圏の を享受しているこ うか る。

一方 内の交 合いは東 のそ 比較

と低 ある。特 新潟 両県民は観光

用・ のプライ も、日常的に東

京の都市機能を利用 た、表には記

していないが、福井県は京都への旅行割 い。 

乗用車を含めた全交通手段 旅行 みる 休日の 光目 じめ た近

への乗用車利用によ 動が加 るた 上記 向はやや薄まるが、隣県 を除

域内の交流は大きくない。

 
表 1-4-9 乗用 含む

ない北信越 5 県民の旅行先では、

乗用車を除くと、新潟県及び長野県が

東 3 県は仕事目

的 中心に東 割合 のの 大都

機能 とが がえ  

、圏域 流度 北 れと す

る

私

調で に、 、長野 、

帰省 ベート目的で

している。ま 載

合が高

での 先で と、 観 的をは とし 接県

る移 わ め、 の傾 相互 けば

圏  

車を 全代 通手段による県外旅行先割合（北信

2005 年 秋期平日＋休日各１日計（％）（京都を含む） 

 行 目的 用車 含

表交 越各県→県外） 

県外旅 先（全 、乗 利用を む） 

居住 新潟 富山  福 長 東京 愛知 京都 阪 県 石川 井 野   大

新潟  4.0 0 .5 0.1 28.7 20 0 0.7 1.0.9 .7  

富山 5.0   44.8 1.6 6 1 2.7 4.01.8 .3 .7  

石川 1.1  46.2 20.4 0.6 6 2 3.1 3.3.6 .9  

福井 0.3 1.5  28.4 0.3 7.9 3.2 25.3 5.9

長野 18.6 0.1 20. 0.1 20.8 6.6 1 1..0 1

【出所 土交通 平成 幹線旅客純流動調査」 】国 省「 17 年
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この地域でもプロスポーツによる交流が生まれてきている。 

コラム    「スポーツ交流が育てる親近感」 

 
①野球

ま
 

ず （ベ ー ャレン リーグ 野球 リー る。
ここ 潟 ビレ ＢＣ の ラ ズ の ーバ 石

ミ ンスター 、福井のミラクルエレファンツと、すべての県にチームがあり、対戦している。（他に群
ダ ンドペ スが して 、ここ 省略 。以 のス ツも ） 

いずれはこれらのチームからの選抜選手で１チームをつくり、セリーグやパリーグに参戦することも
夢ではないかもしれない。 

②サッカー 

揃っており、同じディビジョンでの対戦が期待される。 
 
③バスケットボール 

バスケットボールは、富山グラウジーズと新潟アルビレックスＢＢが、同じＢＪリーグのイースタンカン
フ 属し、熱戦を繰り広げている。 

 
例え るチ 運ぶと、場外にはアウェーのチームの選手のバスや

県外 それと知れるサポーターやブースターの車を目にする。 
合の会場では、それぞれのチームのサポーターやブースターが選手を応援するとともに、相互にエ

ー

に子どもたちにとっては他
の地域に関心を広げる貴重な交流経験となる。 

ずれは大きな一体感を生み出すことになるのではないだろう

【事務局】桐木 均 

 

は、ＢＣ ースボ ル・チ ジ） ・プロ 独立 グであ  
には、新

ズ
のアル ックス 、長野 信濃グ ンセロー 、富山 サンダ ーズ、 川の

リオ
馬の イヤモ ガサ 参加 いるが では する 下、他 ポー 同じ。

 

サッカーは、アルビレックス新潟はＪ１、カターレ富山はＪ２、ツエーゲン金沢と松本山雅ＦＣはＪＦＬ
ではあるが、チームは

ァレンスに

ば、応援す
ナンバーで

ームのホームの試合場に足を

試
ルを交換したりもする。 
また、熱心なファンはアウェー対戦の応援に足を運び、その地域の生活や文化の一端に触れることも

あるだろう。（それに伴う経済効果も多少なりとも期待できるかもしれない。） 
スポーツであるから地元のチームが勝てばうれしいし負ければくやしいが、特

 
このような地域の日頃からの親近感が、い

か。 
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